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【長 崎 県 弁 護 士 会 】 弁 護 士 に よ る 無 料 相 談

女 性 に 対 す る 暴 力 (DV、 ス トー カ ー 、 セ ク ハ ラ )や 離 婚

に 関 す る 諸 問 題 、 職 場 に お け る 性 差 別 、 同 性 婚 な ど 、 女

性 の 権 利 一 般 に 関 す る 無 料 相 談 を 実 施 しま す 。
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2019年 6月 27 日 (木 )
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■ 電 話 で 相 談 ご 希 望 の 方 :当 日 直 接 お 電 話 く だ さ い (ラ 約 不 要 )

(当 日のみの番号 )

■弁 護 士 に面 談 で 相 談 を ご希 望 の 方 :お 電 話 で 事 前 に お 申 込 み

くだ さ い 。

面 談 相 談 会 場 長 崎 県 弁 護 士 会 (予 約 8095日824H3903)
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